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定  款 
 

第 1章 総則 

第 1 条（名称） 

本法人は，有限責任中間法人日本補聴器販売店協会と称する。英文では，

JAPAN  HEARING  INSTRUMENTS  DISPENSERS  ASSOCIATIONと
表示し，英文の略称はJHIDAとする。 

第 2条（事務所） 
本法人の主たる事務所を東京都千代田区に置く。 

第 3条（目的） 
本法人は，社員相互の協調の精神に基づき，補聴器の適正な供給と普

及，難聴者の福祉の増進，及び，補聴器技能者の資質の向上に寄与する

ことを目的とするとともに，その目的に資するため次の事業を行う。 
   1) 補聴器の普及と販売に関する調査研究 
      2) 適正な補聴器販売者資格制度の確立と運営のための支援 
      3) 各種学会・関係団体，利用者団体との連絡調整 
      4) 社員相互の情報と意見の交換 
      5) 諸外国事業者団体等との国際交流 
      6) 機関誌の発行 
      7) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業 
第 4条（公告） 

本法人の公告は，官報に掲載して行う。 
 
 

第 2章 基金 

第 5条（基金の総額） 
本法人の基金の総額は，金 300万円とする。 

第 6条（基金拠出者の権利） 
1) 本法人は，基金拠出者に対して基金拠出のときから 10年間を経過した
場合には，当該基金の返還をすることができる。ただし，中間法人法  

65条，66条，及び，67条の規定に従うものとする。 
2) 本法人が解散した場合には，基金は拠出者に返還する。ただし，中間法
人法 90条の規定に従うものとする。 

第 7条（基金返還手続） 
中間法人法 65条の規定により基金の返還を行う場合は，定時社員総会
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においては，返還すべき基金の総額のみを決議し，その後の具体的な基

金返還手続については理事または理事会に委任することができる。 
 
 

第 3章 社員 

第 8条（設立時の社員の氏名，住所） 
本法人の設立時における社員は次のとおりとする。 

 〒811-**** 福岡県宗像市 
                      社   員    石  井  喬  志 
 〒571-**** 大阪府門真市 
                      社   員    安  彦  博  之 
 〒064-**** 北海道札幌市 
                      社   員    岩  崎  勝  治 
 〒003-**** 北海道札幌市 
                      社   員    石  田  貫  治 
 〒739-**** 広島県広島市 
                      社   員    鶴  岡  芳  光 
 〒031-**** 青森県八戸市 
                      社   員    阿  部  秀  実 
 〒981-**** 宮城県仙台市 
                      社   員    梅  津  昭  亜 
 〒430-**** 静岡県浜松市 
                      社   員    山  本  明  永 
 〒486-**** 愛知県春日井市 
                      社   員    古  垣  史  朗 
 〒601-**** 京都府京都市 
                      社   員    森  方  英  紀 
 〒930-**** 富山県富山市 
                      社   員    森  田  忠  雄 
 〒386-**** 長野県上田市 
                      社   員    塚  田  昭  彦 
 〒371-**** 群馬県前橋市 
                      社   員    池  上     正 
 〒320-**** 栃木県宇都宮市 
                      社   員    関  口     隆 
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 〒227-**** 神奈川県横浜市 
                      社   員    松  島  温  之 
 〒702-**** 岡山県岡山市 
                      社   員    近  藤  正  人 
 〒780-**** 高知県高知市 
                    社   員    東     征  二 
 〒683-**** 鳥取県米子市 
                      社   員    福  元  儀  智 
 〒650-**** 兵庫県神戸市 
                      社   員    宮  永  好  章 
 〒903-**** 沖縄県那覇市 
                      社   員    森  山  勝  也 
 〒182-**** 東京都調布市 
                      社   員    小  川  行  治 
 〒224-**** 神奈川県横浜市 
                      社   員    瀬  部  保  夫 
 〒222-**** 神奈川県横浜市 
                      社   員    新  武     晁 

第 9条（社員の資格要件） 
本法人の社員は，次の各号の条件を充足する者でなければならない。

ただし，同一店舗からは 1名のみが社員となるものとする。 
1) 本法人の基本理念と目的に賛同する自然人であること。 
2) 店舗に勤務して補聴器の小売業に従事する者であること。 
3) 所属する営業主体の代表者（法人代表者あるいは個人営業主）が推薦す
る者であること。 

第 10条（入会） 
本法人の設立後新たに社員になろうとする者は，入会申込書を理事長

に提出し，理事会の承認を得なければならない。その他，入会の手続，

審査については，理事会が規約で定める。 
第 11条（会費の負担） 

社員は，本法人の社員総会で定める規約に従い本法人の会費を支払う

ものとする。社員が既に支払った会費は，事由の如何を問わず返還しな

い。 
第 12条（退会） 

社員が，次の各号の一つに該当したときは，当然に本法人を退会する

ものとする。 
1) 第 9条に定める資格要件に該当しなくなったとき。 
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2) 会費の支払を 6か月以上怠ったとき。 
3) 本法人が別に定める規約第 13条及び第 14条にもとづき除名されたと
き。 

4) その他前各号に準じる事由に該当するとき。 
第 13条（任意退会） 

前条に定めるほか，社員は 3か月前に予告することにより，任意に本
法人を退会することができる。ただし，やむを得ない事由があるときは，

社員はいつでも退会することができる。 
第 14条（社員名簿） 

理事会は，中間法人法の規定に従い，社員名簿を作成して備え置くも

のとする。 
 
 

第 4章 社員総会 

第 15条（社員総会の権限） 
社員総会は，中間法人法に規定された事項，及び，この定款の他の条

項で定められたもののほか，次の各事項について議決する。 
1) 事業計画及び収支予算の決定。 
2) 本法人の重大な義務の負担あるいは権利の放棄に関する決定。 
3) その他，本法人の運営に関する重大な事項。 

第 16条（社員総会の開催） 
社員総会は，次の 2種とする。 

1) 定時社員総会は，毎年事業年度終了後 3か月以内に開催する。 
2) 臨時社員総会は，次の場合に開催する。 
① 理事会が理事の過半数の賛成により招集を決議したとき。 
② その他，中間法人法の規定によるとき。 

第 17条（社員総会の招集） 
社員総会の招集は，中間法人法に別段の定めがある場合を除いて，理

事長が行う。 
第 18条（招集通知） 

社員総会を招集するには，その会議の日時，場所，会議の目的たる事

項を記載した書面を，会日の 15日前までに各社員に対して発信しなけれ
ばならない。 

第 19条（総会の議長） 
社員総会の議長は，その都度社員総会で選出する。 
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第 20条（社員の議決権） 
各社員は，各自 1個の議決権を有する。 

第 21条（決議の方法） 
1) 社員総会の議事は，中間法人法または本定款に別段の定めがある場合を
除き，代理出席を含め総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し，

出席した社員の議決権の過半数で決する。ただし，可否同数のときは，

議長がこれを決する。 
2) 社員は，本法人に委任状を提出して代理人により議決権を行使すること
ができる。ただし，社員以外の者を代理人とするときは，本法人の同意

を得るものとする。 
第 22条（議事録） 

社員総会の議事については，議事の経過の要領と結果を記載した議事

録を作成し，議長及び出席した理事がこれに署名または記名押印するも

のとする。議事録は，中間法人法の規定に従って備え置くものとする。 
 
 

第 5章 理事・監事・職員等 

第 23条（役員） 
本法人には，理事 30名以内，及び，監事 2名以内を置く。 

第 24条（役員の選任） 
理事及び監事は，社員総会において社員の中から選任する。ただし，理

事 2名以内を社員以外から選任することができる。 
第 25条（理事長・副理事長・専務理事・常務理事） 

1) 理事の互選により理事長 1名，副理事長 2名以内，専務理事 1名以内，
常務理事 10名以内を選任する。 

2) 理事長，副理事長の再任は，いずれも第 27条に規定する役員任期の通
算 3期を限度とする。 

3) 理事は，事務局長を兼任することができる。 
第 26条（役員の職務） 

1) 理事長は，本法人を代表し，会務を統轄する。 
2) 副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故があるとき，または，欠
けたときは，副理事長 1名のときはその副理事長が，副理事長が複数の
ときは互選により副理事長のうち 1名が，理事長の職務を代行する。な
お，副理事長 1名は，会計を担当する。 

3) 専務理事は，理事長及び副理事長を補佐し，本法人の常務を統轄する。 
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4) 常務理事は，理事長，副理事長，専務理事とともに，常務理事会を構
成し，理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項について

決議する。 
5) 理事は，理事会を構成し，本法人の業務を執行する。 
6) 監事は本法人の業務を監査する。 

第 27条（役員の任期） 
1) 理事の任期は，就任後 2 年内の最終の決算期に関する定時社員総会の
終結のときまでとする。ただし，最初の理事の任期は，就任後 1 年内
の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとする。 

2) 監事の任期は，就任後 4 年内の最終の事業年度に関する定時社員総会
の終結のときまでとする。ただし，最初の監事の任期は，就任後 1 年
内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとする。 

3) 役員の再任は，妨げない。 
4) 補欠役員の任期は，前任者の残任期間とする。 
5) 役員は，辞任または任期満了の場合においても，後任者が就任するま
では，その職務を行う。 

第 28条（役員の報酬） 
役員に対しては，社員総会の決議により報酬を支給することができる。 

第 29条（理事会） 
1) 理事は，理事会を構成し，本法人の業務は理事会の決議に基づいて執
行する。 

2) 理事会は，通常理事会と臨時理事会の 2種とし，通常理事会を毎年２
回定期に開催するほか，必要に応じて臨時理事会を開催する。 

3) 理事会の招集は，理事長が行う。ただし，理事は，必要があるときは，
5分の 2以上の理事の同意を得て，理事長に対して理事会の招集を請求
することができる。この請求にもかかわらず請求の日から 45日以内の
日を開催日とする理事会が招集されないときは，当該理事は自ら理事

会を招集することができる。 
4) 理事会の招集手続については，第 18条を準用する。 
5) 理事会の議長は，理事長が行う。理事長に事故があるときは，副理事
長のうち 1 名が議長となる。副理事長に事故があるときは，理事の互
選により議長を選任する。 

6) 理事会は監事の出席を要請することができる。監事は，理事会の同意
を得て理事会に出席することができる。 

7) 本法人の業務執行に必要な事項等は，理事会が規約及び規則として定
める。 

第 30条（理事会の決議） 
理事会の決議は，別段の定めがある場合を除き，過半数の理事が出席
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し，出席した理事の過半数で決する。ただし，可否同数のときは，議長

がこれを決する。 
第 31条（理事会の議事録） 

理事会の議事については，議事の経過の要領と結果を記載した議事録

を作成し，出席した理事がこれに署名または記名押印するものとする。

理事会の議事録は 10年間保存する。 
第 32条（事務局及び職員） 

1) 本法人の業務を処理するために事務局を設け，事務局長及びその他の
職員を置くことができる。 

2) 事務局長は，理事会の決議に基づき理事長が委嘱する。事務局長は，社
員であることを要しない。 

3) 事務局長は，事務局を統轄し，本法人の業務を処理する。 
4) 事務局長の任期は 4年とする。ただし，再任を妨げない。 
5) 職員の任免は，理事会の決議に基づき理事長が行う。 

第 33条（帳簿・書類の備え置き） 
帳簿・書類については中間法人法の規定に従って備え置くものとし，

事務局は，次に掲げる帳簿及び書類を常備するものとする。 
1) 定款 
2) 社員名簿及び社員の移動に関する書類 
3) 理事，監事，相談役，顧問及び職員の名簿 
4) 許可，認可等及び登記に関する書類 
5) 議事に関する書類 
6) 貸借対照表，損益計算書，事業報告書，剰余金の処分又は損失の処理に
関する議案，附属明細書，及び，監査報告書，その他収入・支出に関

する帳簿及び証明書類 
7) その他，必要な帳簿及び書類 

第 34条（名誉理事長，相談役，顧問） 
1) 本法人には，名誉理事長，相談役，顧問を置くことができる。 
2) 前項の役職の詳細については，理事会において規則で定める。 

第 35条（名誉会員，賛助会員，機関誌購読会員） 
1) 本法人には，名誉会員，賛助会員及び機関誌購読会員の制度を設けるこ
とができる。 

2) 前項の会員制度の詳細については，理事会において規則で定める。 
第 36条（部会，委員会及び支部会） 

1) 本法人に，必要に応じて各種専門部会，委員会等を置くことができる。 
2) 本法人には，各地区に支部会を設ける。 
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3) 各種専門部会，委員会及び支部会の設置，運営などに関する必要事項
は，理事会が規則で定める。 

 
 

第 6章 計算等 

第 37条（事業年度） 
本法人の事業年度は，毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までとし，これ

を 1期とする。 
 
 

第 7章 定款の変更 

第 38条（定款の変更） 
定款の変更は，中間法人法の規定に従い社員総会の決議による。 

 
 

第 8章 解散・清算 

第 39条（解散事由） 
本法人の解散は，中間法人法の定めるところによる。 

第 40条（残余財産の帰属） 
本法人の解散後，残余財産が存在する場合には，社員総会の決議によ

りその帰属を決定する。 
 
 

第 9章 附則 

第 41条（最初の事業年度） 
本法人の最初の事業年度は，当法人の成立の日から平成 15年 3月 

31日までとする。 
第 42条（最初の理事・監事） 

1) 本法人の最初の理事は，次のとおりとする。 

        〒811-**** 福岡県宗像市 
                              理   事    石  井  喬  志 
        〒571-**** 大阪府門真市 
                              理   事    安  彦  博  之 
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        〒064-**** 北海道札幌市 
                              理   事    岩  崎  勝  治 
        〒003-**** 北海道札幌市 
                              理   事    石  田  貫  治 
        〒739-**** 広島県広島市 
                              理   事    鶴  岡  芳  光 
        〒031-**** 青森県八戸市 
                              理   事    阿  部  秀  実 
        〒981-**** 宮城県仙台市 
                              理   事    梅  津  昭  亜 
        〒430-**** 静岡県浜松市 
                              理   事    山  本  明  永 
        〒486-**** 愛知県春日井市 
                              理   事    古  垣  史  朗 
        〒601-**** 京都府京都市 
                              理   事    森  方  英  紀 
        〒930-**** 富山県富山市 
                              理   事    森  田  忠  雄 
        〒386-**** 長野県上田市 
                              理   事    塚  田  昭  彦 
        〒320-**** 栃木県宇都宮市 
                              理   事    関  口     隆 
        〒702-**** 岡山県岡山市 
                              理   事    近  藤  正  人 
        〒780-**** 高知県高知市 
                            理   事    東     征  二 
        〒683-**** 鳥取県米子市 
                              理   事    福  元  儀  智 
        〒650-**** 兵庫県神戸市 
                              理   事    宮  永  好  章 
        〒903-**** 沖縄県那覇市 
                              理   事    森  山  勝  也 
        〒182-**** 東京都調布市 

                              理   事    小  川  行  治 
        〒224-**** 神奈川県横浜市 
                              理   事    瀬  部  保  夫 
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        〒222-**** 神奈川県横浜市 
                              理   事    新  武     晁 
        〒191-**** 東京都日野市 
               理   事    福  山  邦  彦 

  2) 本法人の最初の監事は，次のとおりとする。 

    〒371-**** 群馬県前橋市 
                          監   事    池  上     正 
    〒227-**** 神奈川県横浜市 
                          監   事    松  島  温  之 

第 43条（法令への準拠） 
この定款に規定のない事項は，総て中間法人法その他の法令によるも

のとする。 
 
 
以上，有限責任中間法人日本補聴器販売店協会を設立するため，この定款を

作成し，社員がこれに記名押印する。 
                                               平成 14年 9月 30日 

 
 〒811-**** 福岡県宗像市 
                      社   員    石  井  喬  志   ○印  
 〒571-**** 大阪府門真市 
                      社   員    安  彦  博  之   ○印  
 〒064-**** 北海道札幌市 
                      社   員    岩  崎  勝  治   ○印  
 〒003-**** 北海道札幌市 
                      社   員    石  田  貫  治   ○印  
 〒739-**** 広島県広島市 
                      社   員    鶴  岡  芳  光   ○印  
 〒031-**** 青森県八戸市 
                      社   員    阿  部  秀  実   ○印  
 〒981-**** 宮城県仙台市 
                      社   員    梅  津  昭  亜   ○印  
〒430-**** 静岡県浜松市 

                      社   員    山  本  明  永   ○印  
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 〒486-**** 愛知県春日井市 
                      社   員    古  垣  史  朗   ○印  
 〒601-**** 京都府京都市 
                      社   員    森  方  英  紀   ○印  
 〒930-**** 富山県富山市 
                      社   員    森  田  忠  雄   ○印  
 〒386-**** 長野県上田市 
                      社   員    塚  田  昭  彦   ○印  
 〒371-**** 群馬県前橋市 
                      社   員    池  上     正   ○印  
 〒320-**** 栃木県宇都宮市 
                      社   員    関  口     隆   ○印  
 〒227-**** 神奈川県横浜市 
                      社   員    松  島  温  之   ○印  
 〒702-**** 岡山県岡山市 
                      社   員    近  藤  正  人   ○印  
 〒780-**** 高知県高知市 
                    社   員    東     征  二   ○印  
 〒683-**** 鳥取県米子市 
                      社   員    福  元  儀  智   ○印  
 〒650-**** 兵庫県神戸市 
                      社   員    宮  永  好  章   ○印  
 〒903-**** 沖縄県那覇市 
                      社   員    森  山  勝  也   ○印  
 〒182-**** 東京都調布市 
                      社   員    小  川  行  治   ○印  
 〒224-**** 神奈川県横浜市 
                      社   員    瀬  部  保  夫   ○印  
 〒222-**** 神奈川県横浜市 
                      社   員    新  武     晁   ○印 
 
 
 

                             認  証：平成 14年 9月 30日 
誤字訂正：平成 15年 5月 28日 
改  定：平成 19年 6月 19日 
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規  約 

 
第 1章 入会及び遵守事項 

第 1条（入会） 
本章は本法人定款第 10 条に基づき，社員としての入会に関する事項，
及び社員としての禁止事項を定めるものである。 

第 2条（入会申込） 
所属する営業主体の代表者の推薦を受ける（代表者の自薦は不要）ほ

か，入会を希望するものと同一の都道府県内の店舗に勤務する社員 2 名
の推薦を受けた上「入会申込書」を理事長に提出するものとする。ただ

し，社員 2 名のうち 1 名を有限責任中間法人日本補聴器工業会社員に代
えることができる。 

2. 入社申込書は本法人が制定したものを使用する。 
第 3条（推薦者の義務） 

推薦者は，希望者が入会した後も本法人の定款及び倫理綱領等を遵守

するように入会した社員に対して適切な助言を行わなければならない。 
第 4条（所属店舗） 

定款 9 条 2)の店舗とは，補聴器の利用者を顧客として扱う常設店とす
る。 

第 5条（入会審査） 
理事長は入会希望者の所属予定の支部長，副支部長に意見を求め，理

事会又はその委任を受けた常務理事会に入会審査を提議する。ただし，

常務理事会で審査をした場合で支部長又は副支部長より入会に関し異議

の申し立てがあったときは，入会審査を理事会で決議する。支部長及び

副支部長は入会希望者の理念が本法人の理念に合致しているかどうかを

主として意見を具申するものとする。 
第 6条（入会の通知） 

理事長は理事会又は常務理事会で決定された入会審査の結果を申請者

に通知する。 
第 7条（入会金及び会費の納入／社員の登録）  

理事長から入会承認の通知を受けた者は，承認された日から 30日以内
に第 2章に規定する入会金及び会費を納入しなければならない。 

2. 前項に係る納入日をもって入会希望者は本法人の社員資格を取得し，
社員として登録される。 

第 8条（入会の承認の取り消し） 
入会を承認された日から 30日以内に入会金を納付しない場合は，入会
承認を取り消す。理事長は入会希望者に入会取り消しを通知し，理事会

又はその委任を受けた常務理事会にこの旨を報告する。 
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第 9条（任意退会） 
     社員の任意退会は定款第 13条に基づく。 

2. 退会申込書は本法人が制定したものを使用する。 
第 10条（社員名簿） 

社員名簿は，毎年 4月 1日現在で作成する。 
第 11条（変更届） 

入会申込書記載事項に変更が生じた場合，営業主体の代表者又は社員

は，理事長に対して「変更届」を提出しなければならない。ただし，「変

更届」の書式は，営業主体の「代表者及び登録社員」のいずれかの変更

に関するものと「店舗住所その他の登録事項」の変更に関するものとの 2
種類とする。 

  2. 「変更届」は本法人が制定したものを使用する。 
第 12条（社員の禁止事項） 

社員は，次の行為をしてはならない。 
1) 業務に関して知り得た顧客及びその家族の情報を他に漏らす行為。 
2) 顧客に不利益となる行為。 
3) 同業者である本法人社員，他団体またはそれらが提供する業務を  
不当に中傷，誹謗する行為。 

4) 詐欺，欺瞞行為。 
5) 会費その他本法人への負担金を滞納する行為。 
6) 入会申込書，変更届に販売店舗その他虚偽の内容を申告する行為。 
7) 本法人の名誉・信用を著しく傷つける行為。 
8) その他前号各号に準ずる行為。 

第 13条（制裁） 
社員が本法人の定款，憲章，倫理綱領に違反し，また第 12条に定める
事由の一つに該当し違反した場合には，違反の態様の程度に応じて，次

のとおり制裁を科すものとする。ただし，除名の場合には社員総会で，

その他の場合には理事会で弁明の機会を与えなければならない。 
1) 除名 
2) 30日以上 1年以内の社員資格の停止 
3) 300万円以下の制裁金 
4) 戒告 

第 14条（除名） 
第 12条の禁止事項に抵触する社員の重大な違反行為の場合には，中間
法人法第 25 及び第 26 条の規定により，販売倫理委員会がその違反行為
を審議し，理事会の承認を得て，社員総会の決議をもって当該社員を除

名することができる。 
2. 除名が決議されたときは，理事長はその社員に通知するとともに，機関
誌に告知し記者発表することができる。 

3.  社員であった者が除名に該当すると判断された場合，理事会の承認を
得て機関誌に告知し記者発表することができる。 
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第 15条（社員資格停止） 
社員の違反行為の程度が社員資格停止に該当するときには，販売倫理

委員会がその違反行為を審議し，理事会の決議により 30日以上 1年以内
の範囲で期間を定めて社員の資格停止処分にすることができる。 

2. 社員資格停止処分決議がなされたとき，その停止期間中，当該社員は社
員としての権利行為をすることができない。 

3. 社員資格停止の決議がなされたときは，理事長はその社員に通知すると
ともに機関誌に広告し記者発表することができる。 

第 16条（制裁金） 
社員の違反行為の程度により制裁金の賦課を相当とするときは販売倫

理委員会がその違反行為を審議し，理事会の決議により 300 万円以下の
範囲で金額を定めて制裁金を課することができる。 

2. 制裁金の決議がなされたときは，理事長はその社員に通知する。 
第 17条（戒告） 

社員の違反行為の程度が軽度である場合には，販売倫理委員会がその

違反行為を審議し，理事会の決議により戒告処分にすることができる。 
2. 戒告の決議がなされたときは，理事長はその社員に通知する。 

 
 

第 2章  入会金及び会費 

第 18条（入会金及び会費） 
本章は本法人定款第11条に基づき入会金及び会費について定めるものである。 

第 19条（入会金） 
新たに入会した社員は，本法人に対し入会金として 100,000円を支払
うものとする。ただし，次の条件に該当する場合には入会金を減免する。 
1) 同一営業主体の二店舗目の社員登録         50,000円 
2) 同一営業主体の三店舗目からの社員登録       30,000円 
3) 独立した経営主体で正規従業員が3名以内の店舗の社員登録 
                              30,000円 

第 20条（会費の負担） 
本法人の会費は月額5,000円（年額60,000円）とし，当然に支払うものとする。 

 
 

第 3章 附則 

第 21条（規約の改定） 
規約の改定は理事会にて決議する。 

 
制定：平成 15年 2月 3日 
改定：平成 19年 11月 16日 
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規  則 

 
第 1章 名誉理事長，相談役及び顧問 

第 1条 次の名誉理事長，相談役及び顧問を理事会の承認を得ておくことがで
きる。ただし，名誉理事長及び相談役の任期を 2年として，また顧問の
契約期間を 2年として，更新は理事会で決定する。 

1) 名誉理事長 理事長などを歴任した功労者で本法人の活動に関し必要        

な助言を行う。 
2) 相 談 役 本法人の活動に関し必要な助言を行う。 
3) 顧   問 法制，会計などの専門的見地から助言を行う。 

2. 名誉理事長，相談役及び顧問は議決権をもたない。 
 
 

第 2章 名誉会員 

第 2条 名誉会員は，本法人に功績のあった者，または学識経験者などで，総
会で推薦された者とし，本法人の活動に関し必要な助言を行う。 

2.  名誉会員は議決権をもたない。 
3.  名誉会員の有効期間は 4年間とする。 

 
 

第 3章 賛助会員 

第 3条 賛助会員は本法人の理念に賛同する個人または団体とする。 
2. 賛助会員は議決権をもたない。 
3. 賛助会員費は年間一口 3,000円とし，口数制限はない。なお，納入さ
れた賛助会員費は事由の如何を問わず返還しない。 

4. 賛助会員の有効期間は 4月 1日から翌年の 3月 31日までの 1年間とする。 
5. 賛助会員として入会を希望する者は，本法人が制定した賛助会員申込
書を理事長宛に提出するものとする。 

 
 

第 4章 機関誌購読会員 

第 4条 機関誌購読会員は，本法人の機関誌を購読するための会員とし，年間
購読料を 3,000 円とする。年途中の入会は入会時の機関誌発行予定残
数で購読料を支払うものとし，機関誌発行 1回につき 800円とする。 

  2. 機関誌を複数冊必要とする場合には，会員領布に準じる。 
3. 機関誌購読会員の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。 
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4. 機関誌購読会員は 2 月末までに次年度の機関誌購読会員費を納入すれ
ば継続して機関誌購読会員となることができる。2月末までに納入しない
場合は退会したものとみなす。 

 
 

第 5章 役員候補の選出 

第 5条 理事候補及び監事候補の有資格者は，12月 31日現在の社員とする。 
第 6条 役員の選任は定款第 23条及び第 24条によるが，理事は第 36条に定め

る各支部会につき，支部社員 150名以下は 2名を最低基準として，各支
部の社員 150名以上 50人を越える毎に，1名を追加する。各支部の理事
数は支部社員数に応じ，次を参考に選出する。 
北海道支部 2名 東海支部    2名  中国支部   2名 
東北支部   2名 北陸信越支部 2名   四国支部   2名 
関東支部  5名 近畿支部   3名  九州沖縄支部 2名 

2. 各支部から選出される理事候補の選出方法は無記名選挙により，前項に
規定された人数を選出する。各支部から選出された理事候補は社員総会

の承認を得て理事に就任する。また，支部長及び副支部長は理事会で追

認する。理事任期中に欠員が生じた場合には，選挙による次点者を代行

とする。ただし，次点者がなき場合は，あらためて臨時支部社員総会で

第 5条を満たす社員の中から候補を決定する。 
3. 理事長が業務執行に必要と認める場合は理事会の承認を得て，各支部か
ら選出される理事候補以外に社員から若干の理事候補を選任できる。た

だし，理事の定数は定款第 23条（役員）による。また，会期途中におけ
る理事就任者の任期は定款第 27条 4)の補欠役員に準じる。 

第 7条 社員以外の理事候補は理事会にて選出する。 
第 8条 理事候補の届出は，文書にて事務局に提出する。 
第 9条 監事候補は理事会にて選出する。なお，監事は理事を兼任出来ない。 
 
 

第 6章 理事会 

第 10条 理事会の業務は定款第 29条 7)，第 30条及び第 31条による。 
第 11条 理事が欠席の場合は他の理事に決議を委任するものとし，他の代理人

の出席を認めない。 
第 12条 理事に欠員が生じた場合，理事会で最寄りの社員総会までの代行を決定できる。 
第 13条 理事代行は最寄りの社員総会にて承認後補欠役員となる。 
    理事会での議決権は理事代行にはなく，補欠役員はこれを有する。 
第 14条 理事長は議事録作成のために理事の中から議事録担当者を2名指名する。 
  2. 理事会議事録の作成は，定款第 31条による。 
第 15条 事務局長は理事会に出席できる。 
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第 16条 臨時理事会のうち継続審議中で議決を急務とする議案については文書
理事会によって決議することができる。 

 
 

第 7章 常務理事会 

第 17条 常務理事会の業務は定款第 26条による。 
第 18条 常務理事は第 24条に基づく委員会委員長が就任するものとし，必要に

応じ，理事会でその他理事から常務理事を追加できる。 
第 19条 常務理事会は案件の審議に関し，理事に文書で意見照会を行うことができる。 
第 20条 常務理事会は第 6章の理事会規則を準用する。 
第 21条 常務理事会で議決した事項は，理事会に報告し，その承認を得なけれ

ばならない。 
第 22条 常務理事会議事録は作成後，議事録担当者及び理事長が記名押印し理

事会に報告する。 
 
 

第 8章 専門部会 

第 23条 本法人は定款第 36条 1)に基づき専門部会を設置できるが，その設置及
び運用などに関する必要事項は理事会が定める。 

 
 

第 9章 委員会 

第 24条 本法人には定款第 36 条 1)に基づき，総務委員会，資格・研修委員会，
広報委員会（機関誌編集担当を含む），技術委員会，国際委員会及び販売

倫理委員会の 6委員会を置く。 
第 25条 委員会には委員長，副委員長を置き，各委員長は常務理事となる。 

2. 委員長は委員会を代表し委員会の運営及び活動を行う。 
3. 委員長はこれを理事長が指名する。 
4. 委員長は委員及び運営委員を指名できるが，決定は常務理事会とする。 
5. 委員は理事から選出し，運営委員は理事以外から選出する。 

第 26条 委員会開催議事録は作成後，議事録担当者及び委員長が記名押印のう
え，本法人事務局に提出する。 

 
 

第 10章 支部及び支部会 

第 27条（支部会の組織） 
本法人は定款第 36条に従い支部会を次のように定める。 

1) 支部会は本法人の社員で組織する。 
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2) 支部の地域割は第 35条（支部の地域割）による。 
3) 各支部会は支部事務局をその地域内に置くことができる。 
4) 各支部会は都道府県単位で県部会を設置し，それぞれに役員を置く。県
部会は北海道部会，東京都部会，大阪府部会及び京都府部会を含めるも

のとし，以下の規則の県部会は同様に解釈する。 
第 28条（支部会の活動） 

支部会は次にあげる活動を行う。 
1) 本法人の掲げる目的の内，特に地域における活動を通じ医界との連携を
強化し，又，地域の関係諸団体との連携を密にし，補聴器の普及をはか

り難聴者に寄与する。 
2)  社員の相互協力により技術の向上をはかる。 
3)  本法人の行う事業に積極的に協力する。 
4)  社員の親睦をはかり，必要な情報と意見の交換の場を設ける。 
5)  その他支部会活動に必要な事業を行う。 

第 29条（支部会主催の講習会） 
社員の資質向上のために支部会が行う講習会・研修会の受講料などに

ついては支部会で独自に決定できる。 
第 30条（支部会活動の記録／報告） 
     支部会活動の記録は日時，場所，出席者数，内容等の記録を残し，必

要に応じて本法人事務局に提出する。 
2． 支部社員総会及び臨時支部社員総会の議事録は議事録担当者及び支部
長が記名押印の上，本法人事務局に提出する。 

第 31条 本法人事務局に提出されたものは，理事会に報告する。 
第 32条（支部会経費／会計年度／事業年度） 
     支部会の運営に要する費用は本法人事務局から受領する支部会運営費による。 

2. 会計は年度毎に行い，会計監査の後，中間法人法第 60条の期限内に本
法人事務局に提出する。 

3. 事業年度は毎年 4月１日に始まり翌年 3月 31日に終わるものとする。 
4.  支部会運営費の使途については別に定める。 

第 33条（支部役員） 
支部役員に関する事項は次に定める。 

1) 協会で定数を定めた支部長及び副支部長のほか，会計及び監事を定め，
別に支部会活動に必要な支部役員を定めることができる。 

2)  支部役員は支部社員の中から，支部社員によって選出する。 
3)  支部長候補及び副支部長候補の選出は支部で決定する。 
4)  支部長は支部会を代表し，支部会の運営と活動を行う。 
5)  支部長は本法人事務局との連絡を密にし，本法人の方針及び動向 
を社員に周知するよう努める。 

6)  副支部長は支部長を補佐し，支部長に事故あるときはその職務を 
代行する。 

7)  支部役員の任期は 2期とするが，再任は妨げない。 
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8)  支部役員を選任又は変更した場合は速やかに本法人事務局に報 
告する。 

9)  支部役員に「理事」の名称は使用しない。 
第 34条（支部社員総会）     

支部社員総会に関する事項は次に定める。 
1) 支部社員総会は年に 1回以上開催しなければならない。 
2) 臨時支部社員総会の開催は定款第 4章の社員総会を準用する。 
3) 支部社員総会は社員総会の前に開催しなければならない。 

第 35条（支部の地域割） 
支部の地域割は次による。 

1) 北海道支部  北海道 
2)  東北支部   青森，岩手，宮城，秋田，山形，福島の各県 
3) 関東支部   茨城，栃木，群馬，埼玉，千葉，神奈川，山梨の各県

と東京都 
4) 北陸信越支部 新潟，富山，石川，福井，長野の各県 
5) 東海支部   静岡，愛知，岐阜，三重の各県 
6) 近畿支部   滋賀，兵庫，奈良，和歌山の各県と大阪府，京都府 
7) 中国支部   鳥取，島根，岡山，広島，山口の各県 
8) 四国支部   香川，徳島，高知，愛媛の各県 
9)  九州沖縄支部 福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎，鹿児島，沖縄

の各県 
 
 

第 11章  県部会 

第 36条（県部会／組織） 
第 27条により県部会を置き，県部会役員を定める。 

第 37条（県部会活動／記録） 
県部会は支部会を補佐する。 

第 38条 県部会活動は第 28条（支部会の活動）を準用する。 
第 39条 県部会活動は日時，場所，出席者数，内容等の記録を残し，必要に応

じ支部長宛報告する。 
 
 

第 12章 事務局 

第 40条 事務局は本法人事務所に置く。 
第 41条 理事長は，理事会の承認を得て事務局長を理事または常務理事に委嘱

することができる。 
第 42条 職員は理事長の委嘱により関連する団体の事務を兼務することができる。 
第 43条 職員は別に定める就業規則を遵守する。 
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第 13章 附則 

第 44条（役員及び事務局の呼称） 
役員の呼称については本法人の役員呼称と区別するために，次の呼称

を使用する。 
本法人役員呼称  理事長 
         副理事長 
         専務理事 
         常務理事 
         理事 
         監事 
         役員以外（相談役，顧問，名誉理事長など） 
支部役員呼称    支部長 
         副支部長 
         支部役員（支部会計など） 
         支部監事 
県部会役員呼称   県部会長  
         副県部会長  
         県部会役員（県部会会計など） 
         県部会監事 

2.  事務局の呼称は本法人事務局と区別するために，次の呼称を使用する。 
本法人事務局   事務局 
支部会事務局   支部事務局 
県部会事務局  県部会事務局 
委員会事務局  各委員会名を付して使用する。 

 
なお，本法人以外の関連団体などの部会や委員会などに所属しその立場

で，本法人に通達または連絡をする場合は，必ずその所属が判るように明

記すること。 

第 45条（規則の改定） 
規則の改定は理事会で決議する。 

 
 
 

制定：平成 15 年  2 月 3 日 
                                 改定：平成 16 年 3月 11日 
                 改定：平成 19年 11月 16 日 
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憲  章 

 

私たち，日本補聴器販売店協会社員は，補聴器販売のプロフェッ

ショナルとしての自覚と誇りのもと，補聴器とその関連機器の適正

供給によってきこえのバリアフリーを押し進め，補聴器文化の構築

を目指すことを誓います。 
 
（販売の基本） 
１． 専門技術者（認定補聴器技能者）による対面販売を基本とし，

持てる技能を発揮してお客様のきこえの確保に努めます。 

（快適生活の提供） 
２． 人間尊厳のもと，愛情と誠意を持ってきこえの相談にあたり，

お客様の日常生活での満足度向上とその維持に努めます。 

（安心と安全の提供） 
３． 協会制定の倫理綱領と禁忌 8項目を遵守し，お客様への安心と
安全の提供に努めます。 

（信頼の提供） 
４． 自己の技能研鑽で，お客様からは一層の信頼が得られるよう努

めます。 

（社会への貢献） 
５． 補聴器とその関連機器を総動員してきこえのバリアフリーを

押し進め，もって補聴器文化の構築に努めます。 
 
 
 

制定：平成 15年 5月 28日 
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禁 忌 8 項 目 

 

補聴器のご購入や耳型採取の前にお客様が安心してご相談できま

すよう次の項目を確認させていただいております。 
 

● 耳の手術などによる耳の変形や傷がないか。 

● 中耳炎などで過去 90日以内に耳漏がなかったか。 

● 過去 90日以内に突発性または進行性の聴力低下がなかったか。 

● 過去 90日以内に左右どちらかの耳に聴力低下がなかったか。 

● 急性または慢性のめまいがないか。 

● 耳あかが多くないか。 

● 外耳道に湿疹，痛みまたは不快感がないか。 

● 500，1,000，2,000Hzの聴力に 20dB以上の気骨導差がないか。 

 
この 8 項目のうちどれかに該当する場合には耳鼻咽喉科医師にご
相談されるようおすすめします。 
 
 
 

制定：平成 8年 5月  
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倫 理 綱 領 

 
補聴器販売業者の社会的役割は，高齢者を中心とした難聴者に適正な補聴器とその

関連機器を供給して，そのハンディキャップの軽減を図り，もってそれらの人々の社会

参加と生き甲斐ある質の高い生活の実現に寄与することである。個別の販売にあたって

は，顧客の障害原因及びニーズは多様であること及びその人のおかれた医学的・心理学

的観点と教育的・社会的側面等を充分配慮し，安全かつ適正な方法で行われなければな

らない。 
私たちは，補聴器がもつ本質を充分に理解したうえで，難聴者の福祉に寄与する補

聴器の健全な供給体制の確立を目指すものである。そのためには，関連法規を含む諸規

定の遵守はもとより，高度な倫理性に根ざした事業活動の遂行により，社会及び顧客の

信頼を得るように努めなければならない。 
 
 
１． 社員は，自己の利益のみを追求する意識・行動は厳に慎むべきであり，健全で充

実した社会生活を送るのに支障を来たしている難聴者の福祉を一番に優先しなけ

ればならない。 

２． 社員は，補聴器の販売業務が人間の聴覚器官に係るもので，医療の側面と人の社

会生活の基幹に触れるものであることに鑑み，安全で安心かつ適正な補聴器の供給

に努めなければならない。 

３． 社員は，適用される全ての法律，規範，規定を遵守し，販売業者としての品位と

誇りを維持し，その倫理信条を受け入れる義務を負っていることを自覚し，社会か

ら不信を招くいかなる行動にも係ってはならない。たとえ一企業における不法行為

や非倫理的行為であっても，それが関係業界全体の信用失墜に繋がる恐れがあると

いう現実を深刻に受け止めなければならない。 

４． 社員は，自ら及びその従業員が補聴器の機能と取扱いの習熟に努め，顧客に対し

正しい対応ができるよう資質の向上をはかるとともに，必要に応じて苦情処理体制

を確立して苦情の適切かつ迅速な処置を行い，その再発防止，改善に最善の努力を

払わなければならない。 

５． 社員は，関係する補聴器製造・販売業者，補聴器販売従事者，医療関係者等とも

密なる連携を図り，難聴者の福祉に貢献するために，優れた補聴器とその関連機器

の適正な供給に努力しなければならない。 

 
 

制定：平成元年 10月 17日 
改定：平成 15年 2月 3日 
改定：平成 19年 4月 16日 


